
 

 

 

 
 
 
 
去る５月１５日（金）、美輝の里様において「第５１回下呂

市馬瀬商工会通常総会」を開催しました。 

提出しました

５つの議案す

べてが無事可

決承認されま

した。すでに全

会員の皆さま

に総会資料を

配布いたしま

したが、いよいよ本格的にスタートする令和８年度の事業計

画のポイントを簡単にご紹介します。 

 

 ☆令和８年度の事業計画のポイント 
○経営発達支援計画（第３期）にもとづく事業者支援の 

強化 

  ・付加価値向上と販路開拓による売上・収益の改善 

  ・創業、事業承継支援 

  ・デジタル化推進（業務負担の軽減と「無理なく使える 

ＩＴ」）の定着支援 

○物価高騰・消費者ニーズの多様化等、目まぐるしく変化

する経営環境の中での対応等、継続的な経営支援 

○事業継続力強化支援計画にもとづいた強化支援事業の

実施 

○公的支援施策（各種補助金）の情報提供と施策を活用し 

た直接支援 

○経理・申告事務、労務管理の改善による経営支援強化 

 ○確定申告はじめ税制改正等の対応と支援指導 

○下呂市内５商工会と連携した事業者支援活動の強化 

 ○商工会加入メリットのＰＲと加入促進 

 

中山間地である当地域に 

おいては、事業廃業等に 

より年々会員数が減少して 

いる中、「下呂市中小企業・小規模企業振興条例」に

もとづく「振興計画」をもとに、行政・関係機関との連

携を密にしていかなければならないと感じています。 

今一度、地域の経済団体として、商工会の果たす役割と重責

を確認し、事業者の持続的発展を図らなければならないと痛

感した総会となりました。 

 

また、当日は、下呂市馬瀬商工会創立 50周年を記念し永年

にわたり地域経済の発展に寄与された皆さまへの表彰を執

り行いました。商工会創立当初からの商工会員であり、事業

主として現在も事業を継続されている代表者の方々には、

「永年継続代表者表彰」を、同じく、

創立当初から商工会員として事業承

継を重ねながら事業を継続されてい

る事業所には、「永年継続事業所表

彰」を授与いたしました。 

会員の皆さまの日頃のご協力に深く

感謝申し上げますとともに、今後の益々のご発展を心より祈

念いたします。 

 

 

 

 
 

「求人を出しても応募や反応が少ない」「求職者と会って直

接話をしたい」とお考えの事業主様に、ハローワークと下呂

市産業振興課では、求人者と求職者の出会いの場として活用

していただける「ミニ面談会」を毎月開催しています。 

ぜひご参加ください。 

・会場は星雲会館または下呂市民会館で、 

 毎月１回開催します。 

・求職者1名との面談時間は10分以内です。 

・主催 ふるさとハローワーク下呂・ハローワーク高山 

下呂市産業振興課 

※詳しくは、ふるさとハローワーク下呂 

（TEL：0576-52-1365）までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

「新はつらつ職場づくり宣言」をしませんか？ 
誰もが働きがいや生きがいを感じ、はつらつと働くことがで

きる職場を目指して、労使で宣言をしてみませんか？ 

岐阜県内では、1200件以上の企業が宣言しています！ 

働き方改革の推進に係る取組み項目（※要件あり）を、 

「労使で宣言する県内事業所」であれば、どなたでも登録申

請いただけます。 

宣言登録いただくと、登録証と宣言書が額に入れて贈呈され、

岐阜労働局のホームページで紹介されます。 

「知名度アップが期待できる」「求人票に記載しＰＲ 

できる」「ハローワークの積極サポートを受けることが 

できる」などのメリットも期待できます。 

※詳しくは、岐阜労働局 雇用環境・均等室 

（TEL：058-245-1550）までお問い合わせください。 

HＰは岐阜労働局「新はつらつ職場づくり宣言事業」で検索。 

 

 

 

 
 

従業員の皆さんから預かっている源泉所得税。「源泉所得税

の納期の特例」の届け出を出されている事業者の方は、 
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裏面につづきます。 

この厳しい状況にこそ、商工

会組織を強化させ、地域の商

工業の発展にがんばります！ 



１月～６月分の半年分を７月

１０日までに納付しなければ

なりません。忘れないように

してください。 

 

※納期の特例：給与の支給人員が常時１０人未満の源泉徴

収義務者は、源泉徴収した所得税および復興特別所得税

を、半年分まとめて納めることができる特例があります。 

  この特例を受けるためには、事前の申請が必要です。 

 

 

 

 
 

「マル経融資」とは、国が 100％出資している金融機関で

ある日本政策金融公庫から受けられる公的な融資制度です。

正式名称は「小規模事業者経営改善資金」といいます。 

マル経融資の特徴は、融資の窓口は商工会で、融資元は日本

政策金融公庫と役割が分かれている点です。小規模事業者

（個人事業主や中小企業）は、商工会を通じて融資を受けら

れるよう日本政策金融公庫へ推薦してもらい、審査に通ると

日本政策金融公庫から融資が受けられることになります。 

無担保・無保証人・低利で利用できる融資制

度です。  

すでに「マル経融資」の利用がある事業所は、

前貸決済の借替えも検討できます。また初め

て利用を希望される事業所も、お気軽にご相談ください。 

先ずはお電話を！ 

※下呂市による利子補給制度もあります。 

（償還開始日から12ヵ月間、利子額の全額を補助） 

 

 

 

 

 
☆岐阜労働局長メッセージ 
～令和８年度 全国安全週間を迎えるにあたって～ 

本年度も７月１日から７月７日まで「全国安全週間」が実施

されます。本年度のスローガンは、 

「多様な人材 全員参加 みんなで育てる安全職場」 です。 

事業場では、労使が協調して労働災害防止対策を推進してお

り、こうした取組により労働災害は長期的には減少している

ところです。具体的には、岐阜県内における昨年（令和７年）

の労働災害発生状況は、死亡災害が６人と令和６年に比べて

10 人減少し、休業４日以上の死傷災害も 2,247 人と令和

６年に比べて45人（2.0％）減少となりました。 

一方で、令和７年は令和６年に比べて減少したものの、令和

５年（2,217 人）に比べると増加しており、平成 27 年以

降増加傾向が続いています。 

また、令和８年については、３月末時点の速報

値で 427 人と、令和７年の同時期に比べ

て４人（0.9％）減少していますが、運送業

（57 人で昨年同時期に比べ 18 人増加）、

商業（77人で昨年同時期に比べ 13人増加）

や接客娯楽業（28人で昨年同時期に比べ５人増加）

などの第３次産業において増加が見られ、死傷災害が前年を

上回るペースで発生しています。 

労働災害を着実に減少させ、労働者一人一人が安全に働くこ

とができる職場環境を実現するためには、令和５年４月に岐

阜労働局が策定した第 14 次労働災害防止推進計画に基づ

く施策を着実に推進するための不断の努力が必要であり、計

画年次４年目となる令和８年度においても、労使一丸となっ

た取組が求められます。 各事業場におかれましては、全国

安全週間を契機として、安全大会等での経営トップによる安

全への所信表明、安全パトロールによる職場の総点検の実施、

安全旗の掲揚、標語の掲 示及び講演会を開催する等の安全

活動を積極的に推進し、関係者の安全意識の高揚を図ってい

ただきますようお願い申し上げます。 

●安全週間期間 令和８年７月１日（水）～７日（火） 

         （準備期間：６月１日～６月３０日） 

 

 

 

 
☆下呂警察署からの防犯情報です！ 
先月２５日、隣接する警察署管内にある工場のカーポートに、

防犯カメラの様な物が設置されていた事案が認知されまし

た。設置目的は判然としていませんが、ここ数年、資産家を

対象とした侵入窃盗事案から凶悪事案に発展する事件が発

生しているところであり、本件について

も犯罪の前兆事案と認められます。 

各事業所におかれましても、カメラ等不

審物件が設置されていないか建物周辺を

確認していただき、不審物件発見の際は

警察署へ連絡するようお願いいたします。 

 ※スパイカメラとは・・・ 

  ・小型カメラで設置しやすく、建物周辺に設置し、家人 

の行動監視などに使われるおそれがあります。 

  ・四角い物やペン型など一見してカメラとわからない 

ものもあります。 

 

 

 

資金使途 運転資金 設備資金 

融資限度額 ２，０００万円 

返済期間 １０年以内（据置期間２年） 

利 率 年２．６０％（令和８年６月１日現在） 

申込時の 

必要書類 

・直近2期分の決算書、確定申告書（決算後 6ヶ
月以上経過している場合は試算表） 

・全部事項証明書（登記簿謄本） 法人の場合 
・設備資金の場合、見積書・カタログ等の資金使 
 途がわかるもの。 
・納税証明書    等 
※あくまで主なものです。追加資料をお願いする場合も
あります。 

Googleビジネスプロフィールセミナーのお知らせ 

自社を知ってもらう大きなきっかけづくりに役立つ、「Googleビ

ジネスプロフィール」の、基本的な使い方から情報管理・活用方法

までを、わかりやすく学んでいただけます。 

「操作に自信がない」「まずは基礎から知りたい」という、初心者の

方にも、安心してご参加いただける内容を予定しています。 

※詳細が決まりましたら改めてお知らせします。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm

